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 介護職員等処遇改善加算について  

 

 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金の改善等を実施している事業所に対す

る加算です。 

 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベース

アップへと確実につながるよう、令和６年度の介護報酬改定により加算率の引き上げ

が実施されました。 

 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの

事業所に活用されるように推進する観点から、処遇改善のための旧３加算（介護職員

処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算）

について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職

員等処遇改善加算」に一本化されました。 

 

 

 単位数  ※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる 

サービス区分 
介護職員等処遇改善加算 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5% 

訪問入浴介護 10.0% 9.4% 7.9% 6.3% 

通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4% 

通所リハビリテーション 8.6% 8.3% 6.6% 5.3% 

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8% 

認知症対応型通所介護 18.1% 17.4% 15.0% 12.2% 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6% 

認知症対応型共同生活介護 18.6% 17.8% 15.5% 12.5% 

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 14.0% 13.6% 11.3% 9.0% 

介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設） 7.5% 7.1% 5.4% 4.4% 

介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）・短期入所療養介護（病院等) 5.1% 4.7% 3.6% 2.9% 
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 算定要件等  

 

 

①月額賃金改善要件 

【月額賃金改善要件Ⅰ】  

 ・加算Ⅳ相当の加算額の 1/2 以上を、月給（基本給又は決まって毎月支払われ

る手当）の改善に充てる。 

【月額賃金改善要件Ⅱ】 ※旧ベースアップ加算未算定の場合のみ適用 

  ・前年度と比較して、旧ベースアップ等加算相当の加算額の３分の２以上の新た

な基本給等の改善（月給の引上げ）を行う。 

 

 

②キャリアパス要件 

 キャリアパス要件は、賃金体系や研修、昇給の仕組みの整備など、介護職員のキャ

リアアップを目的として設置された要件です。各加算区分に応じて、満たさなければ

ならない要件が異なります。 

 

 【キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系）】 

  ・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、そ

れらに応じた賃金体系を整備する。 

 【キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）】 

  ・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、

当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。 

    ａ 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価 

ｂ 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

 【キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組み）】 

  ・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。 

    ａ 経験に応じて昇給する仕組み 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

 【キャリアパス要件Ⅳ（改善後の賃金額）】 

  ・経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440

万円以上であること。 

   ※小規模事業所等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除されます。 
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 【キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置）】 

  ・サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。 

  

  ※要件Ⅰ～Ⅲは根拠規定を書面で整備の上、全ての介護職員への周知が必要とな

りますが、令和７年度中は年度内の対応の誓約でも可とされております。 

 

  ■加算区分ごとの満たすべきキャリアパス要件 

    〇加算Ⅰ…要件Ⅰ～Ⅴ   〇加算Ⅱ…要件Ⅰ～Ⅳ 

   〇加算Ⅲ…要件Ⅰ～Ⅲ   〇加算Ⅳ…要件Ⅰ・Ⅱ 

   

 

③職場環境等要件 

 職場環境等要件とは、賃金改善以外の職場環境などの改善を推進することを目的に

設置された要件で、具体的に取り組む内容が①から㉘まで設定されており、６つの区

分に分かれています。 

  

 〔加算Ⅰ・Ⅱ〕  

■６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち一部は必

須）取り組む。 

■実施した取組の内容についてホームページや情報公表システム等で具体的

に公表する。 

 

 〔加算Ⅲ・Ⅳ〕 

   ■６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組む。 

 

 なお、上記の職場環境等要件は令和７年度から適用となっていますが、同年度中に

要件を整備することを誓約した場合は、令和７年度当初から要件を満たしたものと通

り扱うこととして差し支えないとされています。 

 また、１法人あたりひとつの施設または事業所のみを運営するような法人等の小規

模事業者は、別紙の㉔の取り組みを実施していれば、「生産性向上のための取組」の要

件を満たすことになります。 

 職場環境等要件の詳細につきましては、次頁の厚生労働省の資料をご参照ください。 
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